
新 旧 対 照 表（圏域連携推進会議） 資料３－３
改 正 後 現 行 変更理由

西胆振保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱 西胆振保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱

（設置） （設置）

第１条 地域における保健医療福祉施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、西胆振保健医療福祉圏 第１条 地域における保健医療福祉施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、西胆振保健医療福祉圏

域連携推進会議（以下「連携推進会議」という。）を設置する。 域連携推進会議（以下「連携推進会議」という。）を設置する。

なお、この会議は、医療法第 30条の 14第１項に定める、関係者との連携を図りつつ、医療計画 〇 調整会議に移行

（ 削 除 ） に定める将来の病床数の必要量を達成するための方策、その他地域医療構想の達成を推進するため

に必要な事項についての「協議の場」である西胆振圏域地域医療構想調整会議を兼ねるものとする。

（所掌事項） （所掌事項）

第２条 連携推進会議は、次の事項について取り組むものとする。 第２条 連携推進会議は、次の事項について取り組むものとする。

（１）地域の保健医療福祉に関すること。 （１）地域の保健医療福祉に関すること。

（ 削 除 ） （２）地域医療構想の達成の推進に関する事項 〇 調整会議に移行

（２）その他、連携推進会議の目的達成のため必要と認められる事項 （３）その他の地域医療構想の達成の推進に関する事項

（組織） （組織）

第３条 連携推進会議は、次に掲げる者のうちから胆振総合振興局長が委嘱する委員をもって組織する。 第３条 連携推進会議は、次に掲げる者のうちから胆振総合振興局長が委嘱する委員をもって組織する。

（１）保健医療福祉サービスの提供者 （１）保健医療福祉サービスの提供者

（２）保健医療福祉サービスの受益者 （２）保健医療福祉サービスの受益者

（３）関係行政機関の長 （３）関係行政機関の長

（４）その他必要と認められる者 （４）その他必要と認められる者

２ 委員の任期は２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者 ２ 委員の任期は２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 の残任期間とする。

ただし、専門的事項に関し必要な場合は、臨時に委員を置くことができる。 ただし、専門的事項に関し必要な場合は、臨時に委員を置くことができる。

３ 委員の互選により、会議の議事進行を行う会長を置く。 ３ 委員の互選により、会議の進行を行う会長を置く。

（会議） （会議）

第４条 会議は、必要の都度、道が招集する。 第４条 会議は、必要の都度、道が招集する。

２ 道は、必要に応じて、委員以外の者を出席させることができる。 ２ 道は、必要に応じて、委員以外の者を出席させることができる。

（専門部会） （専門部会）

第５条 連携推進会議は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。 第５条 連携推進会議は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

（事務局） （事務局）

第６条 事務局は、胆振総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課に置く。 第６条 事務局は、胆振総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課に置く。

（その他） （その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、連携推進会議の運営に関し必要な事項は、道が委員と協議のうえ 第７条 この要綱に定めるもののほか、連携推進会議の運営に関し必要な事項は、道が委員と協議のうえ

定める。 定める。

附 則 附 則

この要綱は、平成２０年６月１２日から施行する。 この要綱は、平成２０年６月１２日から施行する。

附 則 附 則

この要綱は、平成２２年５月２１日から施行する。 この要綱は、平成２２年５月２１日から施行する。

附 則 附 則

この要綱は、平成２４年４月９日から施行する。 この要綱は、平成２４年４月９日から施行する。

附 則 附 則

この要綱は、平成２６年３月１１日から施行する。 この要綱は、平成２６年３月１１日から施行する。

附 則 附 則

この要綱は、平成２７年６月２９日から施行する。 この要綱は、平成２７年６月２９日から施行する。

附 則 附 則

この要綱は、平成２８年９月２７日から施行する。 この要綱は、平成２８年９月２７日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 １年９月 日から施行する。


